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笠間市移住体験等事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この告示は，笠間市（以下「市」という。）への人の流れを創出するた

めに体験施設を活用して行う事業の実施に関し，必要な事項を定めるものと

する。

（事業及び体験施設）

第２条 本事業で活用する施設（以下「体験施設」という。）の名称及び位置は，

次のとおりとする。

２ 前項の施設を活用して実施する事業は，次に掲げる事業とする。

（１） 移住体験事業 市への移住を希望する者が，日常生活を体験するた

めに滞在する事業

（２） 調査研究事業 市への人の流れの創出を図るため，市が実施する調

査研究事業

（利用者の要件）

第３条 体験施設を利用できる者は，次の各号に掲げる事業に応じ，当該各号

に定める要件のいずれにも該当する者とする。

（１） 移住体験事業

ア 市外に住所を有する者

イ 市への移住を検討している者

ウ レポートの提出など市が求める取組を実施する者

エ 同一年度内の利用実績が２回及び複数年度における利用実績が４回を

超えない者

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６項に規定する暴力団員でない者又は同条第２項に規定

する暴力団員と密接な関係を有していない者

（２） 調査研究事業

名称 位置
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ア 市が実施又は依頼する事業において必要と認める者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６項に規定

する暴力団員でない者又は同条第２項に規定する暴力団員と密接な関係

を有していない者

（利用の期間）

第４条 体験施設の利用期間は，次の各号に掲げる事業に応じ，当該各号に定

める期間とする。

（１） 移住体験事業 ３泊４日以上１３泊１４日以内

（２） 調査研究事業 市が必要と認める期間

（体験料等）

第５条 体験施設の利用に当たっては，実費として１泊につき２，０００円を

利用開始日までに納付するものとする。なお，災害などやむを得ない事情に

より市長が特に認めた場合を除き，納付した料金は還付しないものとする。

（利用の申込み及び許可）

第６条 移住体験事業において体験施設の利用を希望する者は，利用開始日の

前月の２０日までに笠間市移住体験施設利用申込書（様式第１号。以下「申

込書」という。）に必要事項を記入し，市長に提出しなければならない。

２ 市長は，前項の申込書の提出があったときは，速やかにその内容を審査し，

適当と認めたときは，笠間市移住体験施設利用許可書（様式第２号。以下「許

可書」という。）により通知するものとする。

３ 前項の通知を受けた利用者は，利用を開始する日に本人の確認ができる書

類を市長に提示し，申込内容の確認を受けることとし，申込書に記載した内

容に虚偽がある場合は，市長は許可を取り消すことができるものとする。こ

の場合において，利用者は直ちに許可書を返納するものとする。

４ 前３項にかかわらず，調査研究事業における体験施設の利用については，

事業実施に係る内容に応じて処理するものとする。

（利用者の義務）

第７条 移住体験事業における利用者は，体験施設利用終了時に，利用に関す

るレポートを提出しなければならない。なお，２回以上の利用者については，

市内への居住に対する住宅調査の結果を追加するものとする。
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（利用者の遵守事項）

第８条 移住体験事業における利用者は，体験施設の利用に当たり，次に掲げ

る事項を遵守しなければならない。なお，違反する行為があった場合は，市

長は即時に利用の許可を取り消し，施設の明渡しを請求するとともに賠償等

の必要な措置を講ずるものとする。

（１） 敷地を含む体験施設及び体験施設の付帯設備（備品，物品及び消耗

品を含む。以下「施設等」という。）に対して損傷，汚損，模様替え，土地

の形状又は形質の変更及び庭木の伐採等を行わないこと。

（２） 指定された場所以外への車両等の乗入れ及び駐車を行わないこと。

（３） 人身等に危険のおそれがある行為，騒音等，近隣及び他の住民等に

迷惑となる行為を行わないこと。

（４） 事故のない火気の取扱い及び水道の凍結防止に十分に留意するとと

もに，利用期間の最終日においては清掃を行った上で退出を行うこと。

（５） 物品の販売，寄付の要請，興行，展示会，宗教の普及行為その他こ

れらに類する行為を行わないこと。

（６） ペットを同伴しないこと。

（７） 文書，図書，印刷物等を貼り付け，又は配布しないこと。

（８） 事前の申出により市長が認めた場合を除き，申込書に記載した利用

者以外による施設への立入りを行わないこと。また，体験施設の転貸を行

わないこと。

（９） その他施設の利用に関し市長が必要と認める事項を遵守すること。

２ 調査研究事業における利用者は，事業実施に係る内容として市が認めた場

合を除き，前項の規定を遵守するものとする。

（明渡し及び現状回復）

第９条 利用者は，第６条に規定する許可書の利用期間が満了したとき又は前

条の規定により利用が中止されたときは，遅滞なく体験施設を明け渡し，鍵

を返却するものとする。この場合において，利用者は通常の使用に生じた損

耗を除き，原状回復しなければならない。

（立入検査）

第１０条 市長は，体験施設の防火，火災の延焼防止，構造の保全その他住宅
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及び利用の管理上必要があると認める時は，利用者の承諾の有無にかかわ

らず職員に施設の検査をさせ，又は利用者に対して必要な指示を行うこと

ができる。この場合において，利用者は当該検査及び指示を拒むことがで

きない。

（損害賠償）

第１１条 利用者は，施設等を破損し，汚損し，又は滅失した場合は，速やか

にその旨を市長に届出を行い，現状に回復又はその損害を賠償しなければな

らない。ただし，災害その他利用者の責めによらない事由等，市長が特に認

めた場合はこの限りではない。

（事故免責）

第１２条 施設等において，天災，火災及び事故によって利用者が被った損害

に対して，市はその賠償の責めを負わないものとする。ただし，客観的に著

しく安全性を欠いていると判断できる場合は，この限りでない。

（その他）

第１３条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は，令和２年４月１日から施行する。


